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計 画 書

阪神間都市計画防災街区整備方針

防災街区整備方針を次のとおり変更する。

理 由

「別添理由書のとおり」
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理 由 書

本区域において、防災街区の整備に関する基本方針及び都市施設、地区防災施設等の

整備方針及び建築物の更新の方針及び対象とする区域等について定め、適切な規制・誘

導を図るため、本案のとおり変更するものである。
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tokeigis
テキストボックス
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